
- 1 - 

令和３年（ネ）第８３号放送法遵守義務確認等請求控訴事件  

控訴人ら   宮内正厳外１０９名  

被控訴人   日本放送協会  

 

意見陳述書  

 

               ２０２２年２月２１日  

 

大阪高等裁判所第６民事部 B 係  御中  

      

               控訴人ら代理人  

                 弁護士  佐  藤  真  理  

  

１  ２ ０ １ ７ 年 １ ２ 月 ６ 日の最高裁大法廷判決は 、 「 放 送は憲法 ２ １ 条

が規定する表現の自由の保障の下で 、国民の知る権利を実質的に

充足し 、健全な民主主義の発達に寄与するもの と して 、国民に広 く

普及 され るべ き も の で あ る 」 と 判 示の上 、 テ レ ビ の購入者が Ｎ Ｈ Ｋ

の放送を視聴 し て いない と し て受信契約の締結を拒否 し てい る場

合にも 、放送法 64 条によ り受信契約の締結が義務付けられている

と して 、 「 放送法 64 条は合憲 」 と判示しました 。  

 しかし 、 この最高裁判決は、ＮＨＫの放送内容については判断し

ていません 。  

  ＮＨＫのニュース報道番組が 、 「 安倍チャンネル 」 あ るいは 「菅チ

ャ ン ネル 」 、 最 近 で は 「 岸 田チ ャ ン ネ ル 」 状 態に陥 っ て い な いか 、

政治的公平で多角的論点明示など公共放送にふさわしいニュース

報道を行っているか否かについては 、全 く判断していません 。  

２  放送受信料は 、地上契約に衛星契約を含めて 、月額 ２ １ ７ ０ 円 と

なってお り 、決して安 くはあ り ません 。  
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 本件は 、視聴者が 、主権者と して 、 「 国民の知る権利を実質的に

充足 し 、 健全 な民主主義の発達に寄与す る公共放送 」 、 「 権 力監

視の役割を果たす 『 市民的公共放送 』 の実現を目ざ し て立ち上が

った裁判なのです 。  

 一審判決は 、 「 個々の受信契約者ないし視聴者の理解や価値観

を基準 と し て 、 そ れ ら の者に対 し 、 豊かで良い 、 事実 を曲げない 、

有益適切な番組 （ を ） 視聴すべ き権利ない し 法的な利益 を一般的

に認め る こ と は 、 被告 （ Ｎ Ｈ Ｋ ） の 放 送番組編集の自由 を著 し く 制

約す る ものであ り 、 その行使を事実上不可能なら し め るに等 しい こ

とか らする と 、法 4 条 1 項各号に定める放送内容に関する義務は、

放送に対して一般的抽象的に負担する義務であって 、個々の受信

契約者に 、被告 （ Ｎ Ｈ Ｋ ） に対し て 、同条を遵守して放送する こ と を

求める法律上の権利ないし利益を付与した もの と解する こ とはで き

ない 」 と判断しました 。  

 こ の 点 に 関 し て は 、 控 訴 人 最 終 準 備書 面 に お い て 、 田 島 泰 彦

氏 、西土彰一郎氏 、稲葉一将氏 、須藤春夫氏 、醍醐聰氏 、長井暁

氏の ６名の著名な専門家の論文や意見書によって 、個々の受信契

約者に対して具体的な権利性を認めると、ＮＨＫの番組編集の

自由の著しい制約となるとする原判決の誤りを厳しく批判し、

放送法４条１項各号の義務を視聴者（受信契約者）に対する個

別具体的な義務と捉え、司法救済を認めるべきことを詳述しま

した。  

３  甲５１６は、控訴人らが加入する「ＮＨＫ問題を考える奈良

の会」が主催し、７つの視聴者団体の後援により、昨年９月４

日にオンラインで開催した「ＮＨＫに公共放送の役割を果たさ

せるために」と題するシンポジウムの記録ですが、長井暁氏の

次の発言を紹介しておきたい（甲５１６の１３頁）。  

 「私自身がＥＴＶ２００１番組改変事件にかかわって、その
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あと裁判もありましたが、・・ＮＨＫが取材を協力してくれた

団体に対しての裁判で、番組編集の自由を振りかざして、取材

を受けた側の期待と信頼に応えることは法的に保護されないと

いう判決になりました。奈良の裁判にしても、視聴者が知る権

利を主張しているわけですけど、それに対して、また「番組編

集の自由」を振りかざしている。本来、「番組編集の自由＝編

集権」というものは、権力を監視し、時には権力に対峙するた

めの重要な武器として、報道機関に与えられているものであっ

て、取材に協力してくれた市民団体や視聴者に対して振りかざ

すものではない。そこを履き違えているということを今のＮＨ

Ｋ執行部がよく考えないと、本当に視聴者から見放されてしま

う、と危惧しています。」  

４  本裁判は 、前述の通 り 、 国民の知 る権利 と民主主義の発達に寄

与する公共放送 、権力監視の役割を担える公共放送の実現を求め

て、ＮＨＫを被告と して視聴者 ・国民が提起した裁判であ ります 。  

 私達は、原審段階から、ＮＨＫのニュース報道番組が放送法４条

１項各号および国内番組基準に定める番組準則に違反していること

を詳細に主張立証してきました。   

 本日提出の控訴人準備書面 （ ３ ） で は 、 Ｎ Ｈ Ｋのニ ュー ス報道に

関 し 、 ① ２ ０ ２ １ 年 自民党総裁選挙 及び② その後 の衆議院総裁選

挙の各報道が、いかに放送法第 4 条 1 項各号に違反しているかに

ついて主張し 、 さ らに③ＮＨＫ Ｂ Ｓ １ スペシャルが昨年 12 月 26 日に

「 河瀬直美が見つめた東京五輪 」 を 放送 し 、 そ の中で取材対象の

匿名男性に関 し 、 「 五 輪反対デモ に参加 し て い る と い う 男性 」 「 実

はお金を も らって動員されている と打ち明けた 」 との字幕テロ ップを

流した件について 、放送法 4 条 1 項各号に違反しているこ とを主張

立証しました 。  

５  字幕テロ ップ問題については 、 Ｎ Ｈ Ｋは 、当初 、川瀬監督 と視聴
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者へのお詫びはし なが ら 、デモ関係者への謝罪を拒 んでいま し た

が 、その後 、朝日新聞や毎日新聞の社説などを含む厳しい世論の

批判を受けて 、ＮＨ Ｋは何度も説明を変更して来ました 。  

 ２ 月 １ ０ 日に弁護士も参加した調査チームに よ る調査報告書 （甲

５ ４ ９ ） を公表して 、 「字幕は誤 り 」 と認め 、 6 名の懲戒処分を発表し

ましたが 、ＮＨＫは放送法 9 条に基づ く訂正放送等 （真実でない事

項の放送がなされた との理由で権利侵害を受けた本人や関係者か

ら ３ ヶ月以内に請求があった と きは 、遅滞な くその放送事項につい

て調査を行い 、真実でない と判明した と きは ２日以内に訂正または

取り消しの放送をしなければならない ） を行っていません 。  

６  ２ ０ ２ １ 年 １ 月 、 コ ロ ナ ウ イル スの感染拡大が進む中で実施された

Ｎ Ｈ Ｋ世論調査で五輪開催の 「中止 」 、 「 さ ら に延期 」 の合計が ７ ７

パーセン トに達する と 、 ＮＨＫは同年 2 月の世論調査から 、質問と

選択肢を 、大会開催を前提とする ものに変更し 、あたか も五輪開催

に賛成 し て い る人が多数で あ るか の よ う な結果を導 き出 し ま し た 。

また同年 4 月 1 日の聖火リレーのインターネッ ト中継で、沿道から

「 オ リ ン ピ ッ ク反対！ 」 と の市民の声が聞こえた途端に音声を約 ５ ０

秒間にわたっ て消去 し ま し た 。 五輪が始ま る と 、 Ｎ Ｈ Ｋは五 輪中継

一辺倒の放送を実施 し 、 ニ ュ ー スの放送時間 を大幅に縮小 し 、日

本選手が メ ダルを獲得す るために 「 ニ ュー ス速報 」 で伝え 、大会の

盛 り 上 が り を 演出 し 続 けた こ と な ど 、 Ｎ Ｈ Ｋ 執行部の政府迎合 、 五

輪翼賛の姿勢 こそ が 、今回の問題を招いた本質 とみな ければな ら

ないのです 。詳し くは 2 つの長井暁論文 （甲 ５ ５ １ と甲 ５ ５ ８ ） を参照

していただきたい と思います 。  

 Ｂ Ｐ Ｏの放送倫理検証委員会が今月 １ ０ 日に審議入 りす る こ と を

決めた と報 じ ら れ てお り （ 甲 ５ ５ ０ ） 、 字幕テ ロ ッ プ問題の本格的検

証は今後も続 く こ とにな り 、注目される と こ ろです 。  

７  最近のＮＨＫをめぐ る問題 と しては 、 も う一つ 、経営委員会によ る
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Ｎ Ｈ Ｋ会長への厳重注意の経緯 と議事録隠し問題に触れておきた

い。  

 2018 年 4 月 24 日、 「 ク ローズア ップ現代＋ （プ ラス ） 」 において 、

かんぽ生命保険の不正販売問題を取 り上げ 、 『 郵便局が保険の押

し売 り！～郵便局員の告白～ 』 を放送した件に関し 、 Ｎ Ｈ Ｋが元郵

政事務次官の鈴木康雄日本郵政上級副社長らからの抗議 ・圧力に

屈 し て 、続編の放送を １ １ ヶ 月 も延期 し 、 当時の上田Ｎ Ｈ Ｋ会長に

厳重注意した件に関し 、経営委員会が議事録の公表を拒んできた

経緯等については 、昨年 ４月の控訴審第 １回口頭弁論で意見を述

べたと ころですが 、同年 ６月 １ ４日に受信契約者 １ １ ３名が東京地裁

に訴状を提出し （甲 ４ ６ ７ ） 、同年 ９月から裁判が始ま り 、 ２回の弁論

が行われました （甲 ５ ４ ６～ ５ ４ ７の ６ を参照して下さい ） 。  

 経営委員会事務局が経営委員会の録音記録に基づいて 「 粗 起

こ し 」 し た ２ ０ １ ８ 年 １ ０ 月 ２ ３ 日開催の経営委員会の議事内容を同

年 ７月に原告 らに開示 し た も のの （ 甲 ５ ４ ７ の ３ ） 、 正規の議事録は

い ま だ に 作成 さ れ てお ら ず 、 ホ ー ム ペー ジ に も 掲 載 さ れ て い ま せ

ん 。放送法４ １条違反の状態が続いています 。  

  粗 起 こ し 原 稿 （ 甲 ５ ４ ７ の ３ ） に よ る と 、 森 下 経 営 委 員 会 委 員 長

（当時は委員長代行 ）が 「今回の番組の取材を含めて 、極めて稚拙

といい ますかね 。 さ っ き 、取材が正しい とい う話 も あ っ た けれど 、取

材はほ とんどしてないです 。 ・ ・ 実際 、現場へ行ってないんです 。そ

の イ ン タ ビ ュ ー し た も のの一部だけ捉えてい るか ら 、 全 く 詐欺行為

だ とか 、自分たちに合 う よ う な ス ト ー リ ーで言葉を と っ てい るわけで

す よ 。 そ れで郵政の連中が怒っ ちゃ っ たわ けです 。 ・ ・ こ の 番組の

取材を含めて 、要するに 、僕は今回 、極めてつ く り方に問題がある

と思 うんだ 。 これは これで 、経営委員会の問題とい う よ り も 、執行部

と し て僕は し っか り考え るべ きだ と 。 だか ら基準はある よ う ですけれ

ど 、 と に か く 、 そ の 、 う のみに し て イ ン タ ーネ ッ ト の 上だ けで番組を



- 6 - 

作ってい く こ と が問題だ と思います 。 」 （ ４ ～ ５ 頁 ） な ど と発言 してい

るのです 。  

  経営委員会はＮ Ｈ Ｋの最高機関であ り 、経営委員は個別の放送

番 組 の 編 集 に 干 渉 す る こ と は 許 さ れ て い ま せ ん （ 放 送 法 ３ ２ 条 ２

項 ） 。 森下氏は 、自らの明瞭な放送法違反を糊塗し 、 ご まかすため

に 、 「 遅滞 な く 」 作 成すべ き議事録の作成 、 公表を怠っ て き たの で

す。  

８  ＮＨＫのニュース報道については、２００１年ＥＴＶ番組改

編事件を始め、政治や行政の介入が度々行われてきた。ＢＰＯ

が存在し、視聴者の基本的人権の擁護のために、ＮＨＫや民間

放送局に対し、意見や見解を伝え、放送界の自律と放送の質の

向上のために大きな役割を果たしているが、基本的には放送倫

理の向上をめざす機関であって、ＮＨＫのニュース報道に対し

て、「放送法遵守義務を果たしておらず、違法である」と判断

するような権限は持っていない。  

  世界では、放送に関しては、政府から独立した行政委員会が

管理運営するのが通例となっている。日本でも１９５０年の電

波三法の施行により、電波管理員会が放送の権限を握ったが、

２年足らずで電波管理委員会が廃止され、以後、政府が直接、

放送を管理してきた。先進国で放送に関する独立行政機関を持

っていないのは、日本とロシアくらいである。このような状況

の下、放送法が定める政治的公平、事実を曲げない、多角的論

点明示の意義が何かを最終的に判断し、放送法の秩序を護るの

は裁判所しかありえない。放送法の秩序が保たれないとなると、

放送法は無用となり、廃止に向かうことにもなりかねない。  

  放送法の意義は何かを判断する役割は法治国家では裁判所し

かありえないのである。控訴人らは実際に受信料を支払い、ま

た放送を監視し、良い放送は広げ、激励している視聴者団体に
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参加している者であり、裁判を提起し、遂行するに最も相応し

い視聴者らである。  

 本件はいずれにせよ、最高裁の判断を受けるべき訴訟である。

御庁が、１審判決を乗り越え、控訴人らの放送法遵守義務確認

請求、及び損害賠償請求に関し、正面から向き合い、実のある

実体判決を行われるよう、強く求めるものである。  

                                                     以上  


